紀の川市空家仲介手数料補助金チェックリスト

　【要件】
　　□対象となる物件は紀の川市空き家バンク登録物件です（Ｎｏ.　　）
　　　※紀の川市内に所在する物件でも、『わかやま住まいポータルサイト』に登録された
　　　　住宅協力員物件は対象外です
　　□空き家コンシェルジュを介して成約しました
　　□仲介手数料は今年度支払いました
　　□仲介手数料は自分の名義で支払い、領収書があります
　　□自分は次の交付対象者に該当します
　　　（　申請から２年前までの移住者　・　移住予定者　・　物件所有者　）
　　□自分及び世帯員に、市税等の滞納者、暴力団関係者はいません

　【必要書類】
　　□様式第１号（空家仲介手数料補助金交付申請書）
　　□空き家物件に係る売買又は賃貸借契約書の写し
　　□宅地建物取引業者に支払った仲介手数料の領収書の写し
　　□建物登記簿の全部事項証明書の写し（売買契約の場合）
　　□納税状況等調査同意書兼誓約書（様式第２号）
　　□住民票の写し

※この補助金交付には５年間の転出制限項目があり、それに反した場合、補助金の返還を
　求める場合があります。
